
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号

割
当
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
割

当
量
口
座
簿
の
運
営
等
に
関
す
る
省
令
を
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
割
当
量
口
座
簿
の
記
録
事
項
）

第
二
条
　
法
第
四
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
一
の
管
理
口
座
ご
と
に
付
さ
れ
る
口
座
の
番
号
（
以
下
「
口
座
番
号
」
と
い
う
。
）

二
　
口
座
名
義
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
の
英
語
に
よ
る
表
記

三
　
口
座
名
義
人
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

四
　
算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

（
管
理
口
座
の
開
設
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
管
理
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
の
英
語
に
よ
る
表
記

二
　
管
理
口
座
の
開
設
を
受
け
よ
う
と
す
る
内
国
法
人
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

三
　
算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

（
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
届
出
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
口
座
名
義
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
本
店
等
の
所
在
地
の
英
語
に
よ
る
表
記

二
　
口
座
名
義
人
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

三
　
算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

３
　
第
一
項
の
届
出
書
に
は
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更
に
係
る
事
項
が
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

（
算
定
割
当
量
の
振
替
の
申
請
）

第
五
条
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
申
請
は
、
様
式
第
三
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３
（
ｂ
）
に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
の
う
ち
植
林
事
業
に
係
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定
に
基
づ
く
も
の
の
国
の
管
理
口
座
へ
の
償
却
を
目
的
と
す
る
振
替
の
申

請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
が
当
該
申
請
に
係
る
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３
（
ｂ
）
に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
と
同
量
の
算
定
割
当
量
を
国
の
管
理
口
座
に
移
転
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面

３
　
第
一
項
の
申
請
は
、
償
却
又
は
他
の
締
約
国
に
存
在
す
る
口
座
へ
の
算
定
割
当
量
の
振
替
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
日
ま
で
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
に
よ
る
算
定
割
当
量
の
振
替
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
六
条
　
法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
事
務
局
か
ら
特
定
認
証
排
出
削
減
量
に
係
る
森
林
の
滅
失
等
に
伴
う
措
置
を
求
め
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
通
知
に
係
る
特
定
認
証
排
出
削
減
量
の
振
替
の
申
請
（
法
第
四
十
八
条
第
三
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
目

的
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

二
　
令
第
十
条
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
の
処
分
の
制
限
に
関
す
る
事
項
の
記
録
が
あ
る
算
定
割
当
量
の
振
替
の
申
請
で
あ
る
場
合

（
官
庁
又
は
公
署
の
嘱
託
に
よ
る
算
定
割
当
量
の
振
替
）

第
七
条
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
申
請
に
よ
る
算
定
割
当
量
の
振
替
の
手
続
に
関
す
る
規
定
は
、
同
条
第
六
項
の
官
庁
又
は
公
署
の
嘱
託
に
よ
る
算
定
割
当
量
の
振
替
の
手
続
に
準
用
す
る
。

（
特
定
認
証
排
出
削
減
量
）

第
七
条
の
二
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３
（
ｂ
）
に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
は
、
植
林
事
業
に
係
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定

に
規
定
す
る
失
効
す
る
ま
で
の
期
間
が
長
い
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
と
す
る
。

（
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
通
知
）

第
七
条
の
三
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事
務
局
か
ら
特
定
認
証
排
出
削
減
量
に
係
る
森
林
の
滅
失
等
に
伴
う
措
置
を
求
め
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
に
係
る
特
定
認
証
排
出
削
減
量
を
保
有
す
る
口
座

名
義
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
座
名
義
人
が
保
有
す
る
特
定
認
証
排
出
削
減
量
の
割
合
に
応
じ
て
算
定
割
当
量
の
国
の
管
理
口
座
へ
の
移
転
を
求
め
る
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

1



（
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
義
務
の
履
行
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
算
定
割
当
量
）

第
七
条
の
四
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
算
定
割
当
量
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３
（
ｂ
）
に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
の
う
ち
植
林
事
業
に
係
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定
に
規
定
す
る
失
効
す
る
ま
で
の
期
間
が
短
い
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量

で
あ
る
も
の

二
　
特
定
認
証
排
出
削
減
量
に
係
る
森
林
の
滅
失
等
に
伴
う
措
置
を
求
め
る
事
務
局
か
ら
の
通
知
に
係
る
特
定
認
証
排
出
削
減
量
に
係
る
植
林
事
業
以
外
の
植
林
事
業
か
ら
生
ず
る
特
定
認
証
排
出
削
減
量

（
信
託
の
記
録
の
申
請
）

第
八
条
　
令
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
当
該
申
請
の
原
因
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
託
の
記
録
の
抹
消
の
申
請
）

第
九
条
　
令
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
五
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
当
該
申
請
の
原
因
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
申
請
）

第
十
条
　
令
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
六
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
者
の
解
任
）

第
十
一
条
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
裁
判
所
又
は
主
務
官
庁
（
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
国
に
所
属
す
る
行
政
庁
及
び
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
を
含
む
。
）
が
受
託
者
を
解
任
し
た

場
合
に
お
い
て
、
令
第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
基
づ
く
信
託
の
記
録
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
受
託
者
を
解
任
し
た
旨
及
び
当
該
解
任
し
た
旨
の
記
録
を
す
る
年
月
日
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
の
記
録
の
変
更
の
申
請
）

第
十
二
条
　
令
第
二
十
条
の
申
請
は
、
様
式
第
七
の
申
請
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
を
行
う
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
当
該
申
請
の
原
因
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
割
当
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
の
請
求
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
五
条
の
請
求
は
、
様
式
第
八
の
請
求
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
請
求
に
係
る
割
当
量
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
口
座
の
廃
止
の
申
請
）

第
十
四
条
　
口
座
名
義
人
は
、
自
己
の
管
理
口
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
他
の
管
理
口
座
又
は
他
の
締
約
国
に
存
在
す
る
口
座
に
移
転
し
た
場
合
に
は
、
自
己
の
管
理
口
座
の
廃
止
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
の
申
請
書
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
口
座
名
義
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
管
理
口
座
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
割
当
量
口
座
簿
に
よ
る
情
報
の
開
示
）

第
十
五
条
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
割
当
量
の
計
算
方
法
に
関
す
る
国
際
的
な
決
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
口
座
の
口
座
番
号

二
　
管
理
口
座
の
口
座
名
義
人
の
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

三
　
算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
振
替
に
係
る
手
数
料
を
免
除
す
る
場
合
）

第
十
六
条
　
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
振
替
の
申
請
を
す
る
者
が
国
の
管
理
口
座
に
無
償
で
算
定
割
当
量
を
移
転
す
る
旨
を
示
し
た
場
合
に
は
、
当
該
振
替
の
申
請
に
係
る
法
第
六
十
二
条
の
手
数

料
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
六
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
七
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

2



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
八
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

3



様
式
第
一
（
第
三
条
関
係
）

様式第一（第三条関係）（平28経産環省令5・令2経産環省令5・一部改正） 収入印紙 消印しては ならない 管理口座の開設申請書 年月日 環境大臣殿 経済産業大臣殿 申請者住所 名称及び代表者の氏名 地球温暖化対策の推進に関する法律第四十六条第三項の規定により、管理口座の開設について、次のとおり申請します。 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称及び電話番号その他の連絡 先 （ふりがな） 内国法人の名称 英語による表記 電話番号 国際電話番号 ファクシミリ番号 国際ファクシミリ番号 本店等の所在地 郵便番号都道府県名 市区町村名 市区町村以下 英語による表記 代表者の氏名 （ふりがな） 代表者の氏名 英語による表記 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先 部署の名称 郵便番号都道府県名 市区町村名 市区町村以下 電話番号 電子メールアドレス 備考申請書の用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。 
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様
式
第
二
（
第
四
条
関
係
）

様式第二（第四条関係）（平28経産環省令5・令2経産環省令5・一部改正） 口座名義人の名称等変更届出書 年月日 環境大臣殿 経済産業大臣殿 届出者住所 名称及び代表者の氏名 口座名義人の名称等に変更があったので、地球温暖化対策の推進に関する法律第四十七条第一項の規定により、次のとおり届け出ます。 変更を求める管理口座 口座番号 ユーザーID 口座名義人の名称及び電話番号その他の連絡先 （ふりがな） 口座名義人の名称 英語による表記 電話番号 国際電話番号 ファクシミリ番号 国際ファクシミリ番号 本店等の所在地 郵便番号都道府県名 市区町村名 市区町村以下 英語による表記 代表者の氏名 （ふりがな） 代表者の氏名 英語による表記 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先 部署の名称 郵便番号都道府県名 市区町村名 市区町村以下 電話番号 電子メールアドレス 備考 変更がない部分も含め、すべて記入すること。 届出書の用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。 
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様
式
第
三
（
第
五
条
関
係
）

様式第三（第五条関係）（平28経産環省令5・全改、令2経産環省令5・一部改正） 収入印紙 消印しては ならない 算定割当量の振替申請書 年月日 環境大臣殿 経済産業大臣殿 申請者住所 名称及び代表者の氏名 地球温暖化対策の推進に関する法律第四十八条第二項の規定により、算定割当量の振替について、次のとおり申請します。 振替元口座 口座番号 （ふりがな） 口座名義人の名称 振替先口座 （ふりがな） 口座名義人の名称 備考※ ※国の管理口座への移転を行う場合には、取消し（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。）を目的とする移転又は法第四十八条第三項第三号ロに規定する目的で行う移転の別を備考欄に記入すること。なお、無償で国の管理口座に算定割当量を移転する場合には、その旨も併記すること。 振替に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号 算定割当量数量識別番号 の種別※（t―CO2） ～ ～ 一三九・129 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ※算定割当量の種別欄には、AAU（地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第二条第六項第一号に規定する割当量をいう。）、ERU（法第二条第六項第二号に規定する排出削減単位をいう。）、tCER（京都議定書第十二条3に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量をいう。）、lCER（法第四十九条第一項に規定する特定認証排出削減量をいう。）又はCER（法第二条第六項第三号に規定する認証された排出削減量のうち、tCER及びlCER以外のものをいう。）の別を記入すること。 備考申請書の用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。 一三九・130 
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様
式
第
四
（
第
八
条
関
係
）
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様
式
第
五
（
第
九
条
関
係
）
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様
式
第
六
（
第
十
条
関
係
）
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様
式
第
七
（
第
十
二
条
関
係
）
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様
式
第
八
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第八（第十三条関係）（平19経産環省令11・全改、平20経産環省令2・平28経産環省令5・令2経産環省令5・一部改正） 収入印紙 消印しては ならない 割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付請求書 年月日 環境大臣殿 経済産業大臣殿 請求者住所 名称及び代表者の氏名 地球温暖化対策の推進に関する法律第五十五条の規定により、割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付について、次のとおり請求します。 口座番号 （ふりがな） 口座名義人の名称 請求の内容□記録事項の全部□記録事項の一部 ※記録事項の一部の請求をする場合には、以下に請求に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号を記載すること。 請求に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号 算定割当量数量 識別番号 の種別※（t―CO2） ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 一三九・138 ※算定割当量の種別欄には、AAU（地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第二条第六項第一号に規定する割当量をいう。）、ERU（法第二条第六項第二号に規定する排出削減単位をいう。）、tCER（京都議定書第十二条3に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量をいう。）、lCER（法第四十九条第一項に規定する特定認証排出削減量をいう。）又はCER（法第二条第六項第三号に規定する認証された排出削減量のうち、tCER及びlCER以外のものをいう。）の別を記入すること。 備考請求書の用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。 
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様
式
第
九
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第九（第十四条関係）（令2経産環省令5・一部改正） 管理口座の廃止申請書 年月日 環境大臣殿 経済産業大臣殿 申請者住所 名称及び代表者の氏名 割当量口座簿の運営等に関する省令第十四条第一項の規定により、管理口座の廃止について、次のとおり申請します。 口座番号 ユーザーID （ふりがな） 口座名義人の名称 備考申請書の用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。  
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